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外国人労働者の届出義務と育成就労制度

１． 雇用される外国人の増加 

令和７年１０月末時点として厚生労働省が

事業主の届をまとめた数値では、外国人労働

者数は約 257 万人、外国人を雇用する事業

所は約 37 万所と、過去最多になっています。 

 

２． 外国人雇用状況の届出義務 

労働施策総合推進法により、外国人の雇入

れ及び離職の際には、全ての事業主がハロー

ワークに外国人雇用状況を届出なければなり

ません。届出の対象は、事業主に雇用される

外国人労働者（特別永住者、在留資格「外

交」・「公用」の者を除く。）で、届出を怠ったり、

虚偽の届出を行った場合には、30 万円以下

の罰金の対象となります。 

令和８年１月閣議決定の「外国人の受入れ・

秩序ある共生のための総合的対応策」では、

今後、外国人雇用状況の届出義務を徹底さ

せる方針とのことで、指針の改正も予定され

ています。外国人を雇用する事業所において

は、手続きの漏れがないかをご確認ください。 

外国人が雇用保険被保険者であれば、この

届は雇用保険の手続きと一緒にできますので、

届出がお済みの場合が多いと思われます。 

他方、雇用保険被保険者でなければ、別に

届出様式（第３号様式）にて翌月末日までに届

け出る必要があります。この場合には、インタ

ーネットの「厚生労働省外国人雇用状況届出

システム」からも行うことができます。 

 

３． 在留資格の確認と上限管理の必要性 

外国人の方は、出入国管理及び難民認定

法で定められている在留資格の範囲内で、↗

日本での就労活動が認められています。事業

主が不法就労助長罪に問われることもあるた

め、外国人の方を労働者として雇用する際に

は、「在留カード」等により就労が認められる

かどうかを慎重に確認する必要があります。 

出入国在留管理庁が無料配布している「在

留カード等読取アプリ」では、IC チップ内の情

報を読み込んで提示された在留カードの記載

内容と見比べ、偽変造の有無を確認すること

ができます。さらにアプリに連動した「在留カ

ード等番号失効情報照会」では失効していな

いかどうかの確認ができます。（単体でも可） 

なお、資格外活動許可（「留学」「家族滞在」）

での労働時間については週２８時間以内、「留

学」の方で教育機関の長期休業期間中は１日

８時間かつ週４０時間以内と決められており、

いずれも資格外活動許可書などを確認のうえ、

超えないよう管理することが必要です。 

 

４． 育成就労制度の開始（令和９年４月） 

技能実習制度に代わるこの制度では、基本

となる３年間の就労を経て、技能水準の高い

在留資格である「特定技能」へ移行（育成）す

ることを目的とし、それにより長期就労を目指

せるというものです。技能実習制度との大き

な違いとしては、一定の要件下で本人希望の

転籍が可能になることがあげられます。 

監理支援機関の許可（令和８年４月１５日

～）、育成就労計画の認定に係る施行日前申

請受付（同年９月１日～）が予定されています。 
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お知らせ）令和８年４月１日以後、通勤手当・食事
の現物支給・夜食代の非課税限度額が変更され
る税制改正がありました。ご確認ください。 


